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検
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検
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王
安
一
七
一
ω川
内
申
法
が
、
り
て

ω究
極

ω目
的
を
何
処
に
置
い
て
い
た
か
に
就
い
て
は
い

F

つ
い
ろ
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
保
甲
法
自
体
は
、
治

安
警
察
の
任
に
当
る
べ
、
さ
巡
検
、
県
尉
が
人
よ
く
知
力
化
し
、
出
賊
は
処
々
に
峰
起
し
、
都
市
・
郷
村
を
問
わ
ず
治
安
が
概
端
に
糸
乱
し
、
民
は

塗
炭
の
苦
し
み
に
あ
え
い
で
い
る
と
い
う
様
な
状
態
の
中
よ
り
出
現
し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
保
甲
法
が
出
現
当
初
に
掲
げ
た
旗
印
志
、
郷
村

に
盗
賊
不
容
の
た
め
の
隣
保
組
織
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

J

即
ち
郷
村
の
治
安
体
制
の
再
編
成
・
強
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
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八

れ
で
は
こ
の
再
編
成
・
必
佑
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
は
伺
処
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
警
察
組
織
自
体
の
中
よ
り
考
察
し
、
ぞ
れ
が

保
甲
法
施
行
に
よ
っ
て
ど
の
犠
に
是
正
せ
ら
れ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い

d

尚
こ
の
小
論
で
は
王
安
石
の
保
甲
法
を
警
察
組
織
と
し
て
の
一
面

か
ら
の
み
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
一
）
北
宋
の
巡
検
と
県
尉

北
山
木
の
警
察
組
織
は
大
き
く
一
一
つ
に
分
け
ら
れ
る
υ

一
つ
は
県
尉
機
関
で
あ
り
、
今
一
つ
は
巡
検
機
関
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
治
安
山
川
市
を

任
と
す
る
警
察
機
関
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
は
同
じ
で
な
い
。
そ
の
最
大
の
相
異
は
、
県
尉
が
そ
の
間
下
に
役
と
し
て
徴
発
せ
ら
れ
た
弓
手
を

有
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
巡
検
は
そ
の
院
下
に
廟
・
祭
事
よ
り
差
3
れ
た
兵
士
を
有
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
叉
機
能
的
面
よ
り
一
五
J
J

ぽ

県
尉
が
そ
の
役
所
た
る
司
を
県
域
内
に
置
き
、

一
一
県
の
治
安
警
察
の
事
を
総
領
し
て
い
る
の
に
対
し
、
巡
検
は
そ
の
司
を
郷
村
又
は
鎖
築
に
置

き
、
大
賊
出
現
等

ω非
常
心
際
に
耐
え
た
遊
動
隊
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

末
の
県
尉
機
関
は
太
祖
の
建
隆
三
年
十
二
月
各
県
に
列
置
せ
ら
れ
、
曽
我
部
静
雄
教
授
が
「
宋
代
初
期
の
役
法
」
中
の
「
者
一
長
と
弓
子
と
壮

〕
」
の
項
で
述
、
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
県
の
一
戸
数
の
多
少
に
よ
っ
て
弓
手
の
数
ぞ
定
め
、
万
一
戸
以
上
は
五
十
人
、
七
千
戸
以
上
は
四
十
人
、

五
千
戸
以
上
は
三
十
人
、
三
千
一
円
以
上
は
二
十
五
人
、
二
千
戸
以
上
は
二
十
人
、
千
戸
以
上
は
十
五
人
、
千
戸
未
満
は
十
人
を
そ

ω来
一
準
と
し

て
い
た
。
占
ん
も
こ
の
弓
手
心
数
は
乾
徳
六
年
十
一
月
に
は
早
く
も
慌
賊
が
や
や
息
ん
だ
と
の
理
由
で
減
ぜ
ら
れ
、
万
一
円
以
上
は
三
十
人
、
七
千

一
円
以
上
は
二
十
五
人
、
五
千
戸
以
上
は
二
十
人
、
三
千
戸
以
上
は
十
八
人
、
二
千
戸
以
上
は
十
五
人
、
千
戸
及
び
千
一
戸
未
満
は
共
に
十
人
と
せ

ら
れ
て
い
る
。

尚
、
弓
手
の
数
は
時
代
を
下
る
に
従
っ
て
、
治
安
状
況
の
恩
佑
に
応
じ
て
、
増
加
し
て
お
り
、
王
安
石
の
募
役
法
胞
行
前
に
は
、
大
県
は
百

立
1

四
十
人
、
次
県
は
百
人
、
小
県
で
ち
七
、
八
十
人
、
大
率
、
大
県
で
三
的
、
小
県
で
四
、
五
倍
の
増
加
を
示
し
て
い
る
。
乙
の
弓
手
は
郷
村
の



三
等
戸
よ
り
差
充
さ
れ
た
よ
り
の
で
、
在
任
年
限
に
就
い
て
は
、
前
回
説
部
教
授
が
同
じ
頃
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
宋
初
に
於
い
て
は
武
芸

に
慣
れ
、
山
川
道
路
に
熟
知
す
る
必
要
上
交
持
年
限
は
無
か
っ
た
の
で
め
る
が
、
そ
の
為
に
家
産
を
破
壊
す
る
も
の
が
で
て
き
た
た
め
、
四
川

に
於
い
て
は
真
宗
の
大
中
祥
符
一
一
一
年
よ
り
三
年
を
、
他
路
に
於
い
て
は
仁
宏
の
明
道
二
年
十
一
月
よ
り
七
年
を
以
っ
て
任
期
と
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
ま
ま
募
役
法
に
至
っ
て
い
る
。

一
万
、
巡
検
機
関
に
就
い
て
述
べ
れ
ば
、
開
封
府
川
介
で
は
各
県
毎
に
、
他
路
で
は
数
岡
県
侍
に
一
員
の
巡
検
が
置
か
れ
、
そ
の
上
に
一
州
乃
至

数
州
管
幣
心
都
同
巡
検
使
が
置
か
れ
て
い
た

こ
の
巡
般
の
数
は
社
会
の
治
安
状
祝
に
対
応
し
て
、
そ
の
悪
佑
と
と
色
に
術
壊
の
傾
向
を
が

し
、
保
甲
法
施
行
前
に
ほ
大
卒
一
州
向
に
一
一
一

t
問
員
の
巡
検
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

4

又
要
県
で
は
二
乃
五
一
ニ
民
の
巡
検
が
置
か
れ

る
場
合
も
あ
っ
た
。
県
に
置
か
れ
た
巡
検
下
の
兵
数
は
大
約
百
人
程
度
で
あ
り
、

一
州
乃
至
数
州
管
轄
の
巡
検
下
の
兵
数
も
二
、
ゴ
一
百
人
程
度

の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

J

純一川縁

ω屯
駅
・
駐
山

ω多
い
地
方
で
法
主
と
し
て
此

ω禁
市
か
、
！
っ
、
少
な
い
地
方
で
ほ
主
と
し
て
府
軍
か
ら

抽
莞
む
れ
る
の
が
普
通
で
ゐ
っ
た

巡
検
司
の
機
構
に
就
い
て
云
え
店
、
一
回
軍
よ
り
抽
差
合
れ
る
場
合
は
巡
検
の
下
に
都
頭
一
員
、
副
都
頭
一

員
、
十
将
・
将
成
候
・
承
尉
各
一
員
・
押
官
二
民

ω幹
部
が
置
か
れ

τい
に
よ
う
で
あ
る
u

禁
山
阜
の
場
合
は
ゐ
き
ら
か
に
す
べ
き
手
掛
り
が
符

ら
れ
な
い
が
、
脂
軍
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
も

ωで
は
な
か
っ
た
ろ
う
か

d

一ゲ〈その

ut何
年
限
に
就
い
て
は
一
年
乃
至
二
年
が
普
通
で
あ
っ

た。
以
上
、
県
尉
機
関
、
巡
検
機
関
に
分
っ
て
そ

ω特
色
的
性
格
を
述
べ
て
与
た
わ
け
で
め
る
か
、
こ
一

ω両
者
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
賊

出
現
等
、
県
尉
の
力
の
み
で
は
手
に
お
え
な
い
よ
う
仁
助
合
に
は
、
県
尉
よ
り
近
隣

ω巡
検
に
牒
告
発
し
て
そ
の
助
力
を
求
め
、
巡
尉
一
体
と

な
っ
て
鮒
殺
に
あ
た
る

ωが
控
前
で
あ
っ
た

d

む
し
そ

ω助
力
を
巡
検
が
抱
一
倍
し
た
場
合
は
処
罰
会
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ο

（
二
）
巡
検
の
欠
陥
露
呈
と
保
伍
法
の
出
現

北

米

の

巡

検

と

以

叩

法

}L 
;/L 



北
米
の
巡
検
と
保
叩
法

0 
0 

此
の
二
本
建
て
の
答
察
組
織
は
、
世
の
中
が
比
較
的
格
者
い
て
お
り
、
治
安
状
況
が
ぶ
ほ
ど
悪
佑
し
な
か
っ
た
真
宗
朝
の
時
代
ま
で
は
際
立

っ
た
破
綻
は
見
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
仁
宗
朝
の
時
代
に
入
る
と
、
対
外
関
係
が
悪
佑
し
、
社
会
不
安
が
増
大
し
て
、
都
市
・
郷
村
を
問
わ
ず

処
々
に
盗
賊
が
出
没
す
る
と
い
う
状
況
を
呈
し
て
き
に
。
欧
陽
文
忠
公
全
集
竺
「
論
仲
間
賊
事
宜
割
子
L

に

見
自
和
州
奏
破
王
倫
之
後
。
更
不
講
求
禦
賊
之
策
。
叉
認
上
下
己
有
倫
安
之
意
。
殊
不
知
前
賊
雌
滅
後
賊
更
多
。
今
建
国
軍
一
火
間
一
向

人
。
桂
揚
監
一
火
七
十
人

Q

車
賊
一
火
百
人
。
其
余
池
州
・
解
州
・
部
州
・
南
京
等
処
。
各
有
強
賊
不
少
。
皆
建
旗
鳴
鼓
円
日
入
城
。
山
日

定
逢
迎
飲
食
宴
楽

u

其
如
此
者
。
蓋
為
朝
廷
無
賞
罰
。
（
中
略
）
。
臣
矯
問
。
京
西
提
点
刑
獄
張
師
錫
為
部
内
使
臣
与
賊
同
坐
喫
酒

J

川悦巡

検
・
県
尉
不
宵
用
心
ο

凶
有
論
奏
。

と
あ
り
、
叉
宋
会
要
絹
稿
ト
七
兵
一
一
・
捕
賊
二
・
慶
暦
三
年
六
月
二
十
九
日
条
に

右
正
言
・
集
賢
校
理
余
靖
一
一
一
目
。
朝
廷
所
以
威
制
天
下
者
。
執
賞
罰
之
柄
也
。
今
天
下
至
大
而
官
吏
弛
事
。
細
民
家
－
而
為
即
日
》
誠
不
能
禁
止

者
。
蓋
賞
罰
之
不
行
也
。
若
非
大
設
隈
防
以
焔
前
弊
。
則
自
憂
。
国
家
之
息
不
在
夷
獄
。
而
起
子
封
域
迄
内
失
ゅ
南
京
者
、
天
子
之
別
都

也
a

賊
入
城
斬
関
而
出
υ

鮮
州
、
池
州
之
賊
不
過
十
人
。
公
然
入
城
虜
掠
人
一
戸
。
部
州
之
賊
不
満
二
十
人
。
而
数
年
不
能
獲

J

叉
市
平
軍

賊
人
入
変
。
城
主
泣
告
而
軍
使
反
閉
門
不
貸
出
ω

其
弊
如
此
。
而
官
吏
皆
未
嘗
重
有
責
罰
。
欲
望
賊
硲
衰
息
何
由
可
得
ο

今
京
東
賊
大
者

五
、
七
十
人
。
小
者
三
、
二
十
人
。
桂
陽
監
賊
僅
二
百
人
。
建
国
軍
賊
四
百
余
人
。
処
処
蜂
起
。
而
巡
検
・
県
尉
未
知
処
以
何
罰

ψ

当
職

大
臣
尚
親
規
守
常
不
立
法
禁
。
深
可
為
国
家
憂
。
且
以
常
情
一
一
一
一
口
之
。
若
与
賊
闘
。
動
有
死
亡
之
褒
。
避
不
入
賊
。
止
子
罰
銅
及
関
陣
。
掛
川

惜
数
斤
之
鋼
、
数
月
之
俸
。
以
胃
死
傷
之
忠
哉

Q

乞
朝
廷
厳
為
替
責
捕
賊
賞
罰
。
及
立
被
賊
劫
質
亡
失
器
甲
除
名
迫
官
之
法
リ
従
之
u

と
め
り
、
盗
賊
の
跳
梁
服
属
の
有
様
と
そ
れ
を
取
締
る
べ
き
巡
検
、
県
尉
の
潟
敗
堕
落
の
有
様
と
を
具
体
的
に
細
か
く
論
じ
、
且
つ
そ
の
闘

敗
、
墜
落
の
原
因
を
賞
罰
無
き
が
為
と
し
て
い
る
。
盗
賊
が
横
行
し
て
も
巡
検
、
県
尉
や
由
貿
罰
す
べ
き
厳
重
な
規
定
が
無
く
、
従
っ
て
生
命
の

危
険
を
胃
し
て
ま
で
出
賦
に
管
闘
す
る
意
気
込
み
を
失
い
、
寧
ろ
賊
を
避
け
て
、
た
か
の
知
れ
た
罰
銅
及
び
罰
俸
に
甘
ん
ず
る
を
得
策
と
す
る



凪
刷
が
弥
漫
し
て
い
る
と
い
う
の
が
右
論
議
の
大
意
で
あ
る
。
右
の
論
議
が
出
て
い
る
仁
示
の
援
暦
年
間
は
、
外
は
契
丹
、
西
亙
と
の
関
係
が

出
佑
し
、
内
は
王
倫
、
張
海
等
の
大
賊
が
相
継
い
で
起
り
、
都
市
・
郷
村
を
間
わ
ず
治
安
が
甚
し
く
悪
化
し
て
、
内
外
共
に
不
安
が
募
っ
て
い

た
時
代
で
あ
る
。
此
の
よ
う
な
時
代
に
在
っ
て
巡
検
、
県
尉
の
腐
敗
堕
落
が
大
き
な
論
議
を
呼
ん
だ
の
は
、
必
ず
し
も
此
の
時
に
な
っ
て
巡

検
、
県
尉
が
突
一
如
儲
敗
堕
決
し
た
の
で
は
な
く
、
巡
検
、
県
尉
二
本
建
て
の
警
察
組
織
そ
れ
自
体
の
中
に
前
々
か
ら
内
向
し
て
い
た
欠
陥
が
時

目
別
の
京
大
佑
と
共
に
暴
露
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
を
抱
か
せ
る
。

此
の
様
に
考
え
て
史
料
を
検
索
し
て
い
く
と
、
綾
城
集
九
四
三
「
制
置
コ
一
司
条
例
司
論
事
」
の
中
に
雇
役
法
反
対
を
述
べ
て

今
国
家
設
捕
浴
之
史
。
有
巡
検
ο

有
県
尉
ゅ
然
較
其
所
獲
。
県
尉
常
密
。
巡
検
常
疎
ο

非
巡
検
則
愚
県
尉
則
智
υ

査
弓
手
郷
戸
之
人
υ

与

屯
駐
客
軍
具
、
耳
υ

今
将
使
県
人
捕
盗
ο

則
与
独
任
巡
検
不
殊
。
浴
賊
縦
横
必
自
此
始
ο

と
あ
り
、
文
文
献
適
当
九
四
介
兵
考
八
・
郡
国
兵
の
項
に
止
斉
陳
氏
を
引
い
て

一
見
山
県
四
年
七
月
福
建
路
間
郎
奏
。
巡
検
下
兵
士
。
並
是
諸
雑
損
諸
指
揮
廟
・
禁
軍
或
屯
駐
客
軍
。
不
諾
本
路
山
川
道
路
叫
差
到
年
蔵
問
。

梢
能
弁
認
道
路
人
物

3

叉
術
M
M
川
移
」

し
」
ゐ
る
υ

こ
の
二
史
料
よ
り
部
検
と
県
尉
の
捕
磁
の
効
能
の
差
、
及
ぴ
そ
の
原
因
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
更
に
杭
賢
治
通
鑑
長
編
（
以
下

長
編
し
」
略
称
す
）
性
店
・
限
寧
九
年
十
一
月
甲
午
条
に
は

権
御
史
中
丞
郵
潤
甫
－
一
は
）
河
北
・
京
東
・
福
建
等
路
。
盗
賊
縞
発
甚
衆
。
往
往
殺
裁
人
民
炎
蕩
庫
舎
。
甚
者
至
於
劫
束
官
吏
攻
略
県
鎖
。

制
書
督
捕
連
年
不
能
討
、

u

隊
以
累
歳
荒
早
穀
価
朔
賞
。
市
無
頼
小
人
得
以
連
結
党
与
狛
狂
恋
行
。
然
亦
由
諸
県
弓
手
衰
弱
不
振
ν

不
足
以

制
出
ー
凶
伏
見
υ

旧
制
弓
手
大
県
百
四
十
人
。
其
次
百
人
。
少
者
不
減
七
、
八
十
人
。
名
為
一
人
充
役
ω

然
過
捕
軒
強
冠
則
余
夫
尽
起
。

郷
党
組
戚
叫
為
之
耳
目
何
察
。
而
人
徒
之
衆
気
勢
之
倍
。
叉
足
以
制
勝
。
荷
支
転
闘
奮
不
顧
難
。
何
也
ο

以
門
戸
佑
役
所
伝
故
也
。

（中

略
）
今
白
河
北
等
五
路
諸
県
弓
手
。
多
者
三
十
人
。
其
次
二
十
人
。
叉
其
次
十
五
人
。
則
気
勢
之
衰
弱
不
振
己
可
知
突
。

北

宋

の

巡

検

と

保

甲

法

。



北
宋
の
巡
検
と
保
甲
山
仏

〔J

と
あ
る
。
右
の
三
史
料
か
ら
次
の
一
慣
が
理
解
さ
れ
る
マ
即
ち

一
、
県
尉
配
下
の
弓
手
が
郷
一
円
出
身
で
、
山
川
道
路
に
熟
知
し
て
い
る
の
に
比
し
、
巡
検
下
の
兵
士
は
雑
損
の

H

制
・
禁
軍
或
い
は
屯
駐
の
客

軍
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
に
暗
い
こ
と
。

。

一
、
弓
手
は
長
期
の
役
で
あ
る
の
に
比
し
、
巡
検
下
の
兵
士
は
史
成
の
訟
に
よ
り
一
、
ニ
年
で
持
換
せ
ら
れ
、
山
川
道
路
に
周
知
し
、
捕
盗

に
熟
達
す
る
い
と
ま
が
な
か
っ
た
こ
と
。

一
、
賊
の
潜
伏
場
所
は
郷
村
・
山
林
で
あ
り
、
此
の
前
伏
し
た
盗
賊
を
叩
挫
す
る
に
は
ど
う
し
て

b
郷
川

ω協
刈
が
必
要
で
あ
る
が
、
郷
戸

出
身
で
な
い
巡
検
下
の
兵
士
に
は
そ
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
難
か
し
か
っ
た
w

」し』
A

一
、
弓
手
は
郷
戸
出
身
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
の
郷
里
防
禦
の
た
め
に
は
必
死
と
心
っ
て
械
と
闘
う
が
、
巡
検
下
の
兵
士
は
そ
の
郷
里
の
山

身
で
な
い
た
め
、
捕
慌
に
さ
ほ
ど
熱
心
で
な
か
っ
た
こ
と
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
の
た
め
に
巡
検
は
常
に
県
尉
に
劣
っ
て
い
た
の
で
あ
る

つ
ま
り
巡
検
側
に
先
ず
大
与
え
句
欠
陥
が
め
っ
た
の
で
あ
る
c

こ

の
巡
検
の
欠
陥
は
米
初
よ
り
内
在
し
て
い
た
’
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
事
局
の
京
大
化
と
と
も
に
大
き
な
問
題
と
し
て
と
り
め
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
巡
検
の
性
絡
の
変
化
に
よ
る
の
で
あ
る
ソ
宋
初
の
巡
検
は
大
脱
出
現
等
の
非
常
の
場
合
に
備
え
た
遊
動
隊
的

性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
治
安
の
悪
化
に
対
応
し
て
巡
検
の
増
置
を
ま
ね
主
、
ひ
い
て
ば
初
期

ω遊
助
隊
的
性
絡
の

6
の
か
ら
郷
村
の

小
版
刷
殺
を
任
と
す
る
純
警
察
的
な
も
の
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
巡
検
し
』
県
尉

ω性
杭
が
ま
っ
た
く
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

ζ

の
巡
検
の
性
格
が
郷
村
の
一
小
賊
捕
殺
に
変
佑
し
た
と
き
、
巡
検
下
の
兵

ω性
的
析
が
大
き
な
欠
陥
と
な
っ
た
の
で
あ
る

υ

こ
の
欠
陥
を
是
正
す
る
方
法
と
し
て
は
弓
手
を
増
員
す
る
こ
と
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
ο

し
か
し
弓
手
は
伐
と
し
て
徴
発
せ
、
り
れ
る
も
の
で
あ

り
、
税
役
体
制
の
面
か
、
り
し
て
こ
れ
が
徴
発
に
は
自
ら
限
度
が
あ
っ
た
ο

残
さ
れ
た
方
法
と
し
て
一
応
取
ら
れ
た
対
策
は
禁
寧
の
活
用
で
、
欧

陽
文
忠
公
全
集
刊
l

「
両
論
王
倫
事
宜
訓
子
」
に



阿
見
諸
処
有
賊

J

多
是
自
京
師
別
差
使
臣
・
兵
馬
捉
殺
。
則
本
地
分
一
万
置
都
政
・
巡
検
・
県
尉
等
、

J

設
之
何
用
ο

何
有
些
小
賊
wm
不
獲
リ

又
無
深
責
リ
梢
似
強
賊
則
別
差
人
捉
殺
。
如
此
可
以
披
避
因
循
。

と
あ
る
如
く
、
事
あ
る
毎
に
中
央
よ
り
禁
甲
車
を
派
遣
す
る
乙
と
も
試
み
ら
れ
た
が
、
此
れ
よ
ひ
多
く
は
所
期
の
目
的
を
果
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
、

右
記
事
の
い
干
さ
に

同
縞
見
υ

白
来
所
差
巡
検
兵
士
多
不
能
捕
賊
。
反
与
州
県
為
息
。

匝
今
欲
乞

J

’M
朝
犯
逮
募
使
出
。
令
使
目
白
遍
募
兵
ん
府
中
心

不
拘
廟
禁

市
内
令
所
在
州
軍
指
名
拙
射
。
伺
重
立
賞
罰
之
法
。

と
あ
っ
て
、
こ
う
じ
た
派
遣
が
効
果
よ
り
も
弊
害
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
勢
の
中
で
、
王
安
石
の
保
甲
法
に
先
だ
っ
て
郷
村
に
保
伍
（
又
は
杭
保
）
法
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
此
の
様
心
警
察
制
度

の
行
詰
り
の
中
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
o

欧
陽
文
忠
公
全
集
・
居
士
集
時
一
一
・
尚
書
屯
田
員
外
郎
贈
兵
部
員
一
外
郎
銭
君
慕
表
に

遂
選
苦
作
。
金
賞
故
多
郎

3

君
以
伍
保
籍
民
υ

察
其
出
入
。
凡
為
部
者

J

許
其
徒
佐
川
以
購
罪
。
部
遂
止
。

ム
誌
U
4

・．

と
あ
り
、
同
じ
く
居
士
集
弓
・
墓
誌
・
王
粛
呉
公
墓
誌
銘
に

知
禁
州

J

州
故
多
出

J

公
按
令
為
民
立
伍
保
。
而
簡
其
法
。
民
便
安
之
。
盗
賊
為
息
。

と
あ
り
、
え
隆
一
千
億
九
吋
卓
会
知
政
事
・
旦
ハ
育
伝
に

ん
村
知
祭
州
。
以
伍
保
法
検
制
部
賊
。
京
師
喧
伝
。
妖
人
数
十
在
蒸
州
o

h

M

川
迫
中
使
。
刊
以
名
捕
者
十
人
ν

位
五
リ
請
以
巡
検
兵
趣
捜
山
京

之
υ

背
日
。
必
欲
得
妖
選
報
耶
。
諮
問
此
勿
往
。
使
者
以
為
然
。
頃
之
。
召
十
入
者
。
皆
至
。
械
送
閥
下
。
山
叫
円
以
無
罪
釈
。

と
め
り
、

υ〈
臨
川
先
生
文
集
崎
八
・
司
農
一
卿
分
司
南
京
陳
公
神
道
碑
に

出
州
多
硲
。
亡
命
之
尤
凶
強
者
七
十
余
人
。
公
集
重
購
得
之
。
幾
尽
ο

叉
修
律
令
五
家
為
保
之
法
。
故
部
住
住
逃
去
之
宅
境
。
経
公
施
於

政
者

J

能
如
此
。

北

宋

の

巡

検

と

保

甲

法

。



北

米

の

巡

検

と

保

甲

法

。
[!Lj 

と
あ
る
は
そ
の
伍
保
法
を
行
っ
た
史
例
で
あ
る
ο

此
の
較
に
郷
村
に
行
わ
れ
た
似
保
法
は
警
察
機
関
わ
い
る
巡
検
・
県
尉
の
無
力
化
に
対
処
し

こ
の
自
警
的
な
防
犯
組
織
は
か
な
り
の
効
果
を

んド
4

↓

挙
げ
た
よ
う
で
、
や
が
て
そ
れ
が
有
司
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
欧
陽
文
忠
公
全
集
一
一
、
一
↑
一
「
論
陥
賊
賞
罰
剖
子
」
に

国
伏
見
。
白
天
下
有
硲
賊
以
来
。
議
者
多
陳
禦
政
之
策
。
皆
欲
使
民
結
為
侃
保
。
則
姦
悪
不
容
）
今
区
法
於
土
問
水
u
日
立
川
似
体
之
法
ω

三
年

て
、
自
己
を
守
る
べ
く
組
織
さ
れ
た
郷
村
の
自
警
的
な
防
犯
組
織
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る

之
内
劫
賊
不
敢
入
其
県
界
。
臣
欲
乞
。
特
降
指
揮
下
江
南
西
路
体
量
、
u

士
口
水
県
白
区
法
創
立
伍
保
之
出
以
来
コ
如
実
全
無
幼
賊
。
又
民
間

以
為
便
利
u

即
乞
頒
行
伍
保
之
法
於
天
下
。

と
あ
り
、
叉
欧
陽
文
忠
公
集
詳
河
北
奉
使
奏
草
巻
上
五
保
牒
に

当
司
検
会
轄
下
満
州
軍
。
近
年
不
住
申
報
盗
賊
翠
火
極
多
。
蓋
縁
海
賊
必
先
須
郷
村
各
有
宿
食
龍
蔵
之
処
，
及
所
得
時
物
山
市
有
転
詑
寄
附

之
家
。
然
後
万
龍
作
賊
。
所
以
自
来
毎
有
翠
探
驚
劫
。
及
官
司
捕
捉
。
叉
却
分
散
不
見
。
附
跡
卒
雌
尋
五
日
、
ぜ
益
為
郷
村
不
相
覚
察
。
致
得

姦
慌
迄
人
到
処
可
容
隠
。
米
検
会
準
一
戸
令
ω

諸
戸
皆
以
燐
楽
相
保
。
以
相
検
察
勿
造
非
違
じ
如
有
遠
客
来
過
山
口
．
宿
。
及
保
内
之
人
有
所
行

謂
υ

並
語
同
保
知
。
雌
然
有
此
令
文
。
川
県
多
不
挙
行

J

昨
図
巡
歴
到
通
利
軍
ν

間
得
。
旧
来
常
有
即
日
賦
逃
単
為
山
叫
し
近
歳
禁
腸
・
衛
県

各
将
郷
村
之
人
五
家
結
為
一
保
。
自
結
保
後
来
ω

絶
無
逃
軍
賊
路
。
公
私
簡
品
。
其
利
甚
同
問
。
須
議
噂
有
施
行
。

と
め
る
一
ν

五
家
を
一
保
と
し
て
出
入
を
相
覚
察
せ
し
め
る
隣
保
組
織
た
る
伍
保
法
は
、
議
題
不
容
と
い
う
商
で
非
常
な
る
効
果
が
あ
り
、
議
忠
告

の
多
く
色
禦
賊
の
策
と
し
て
そ
の
効
果
を
認
め
て
い
る
故
こ
の
伍
保
法
を
天
下
に
施
行
せ
よ
と
い
う
の
が
右
論
議
の
要
旨
で
あ
る
υ

郷
村
に
行

わ
れ
た
こ
の
自
警
的
な
防
犯
組
織
た
る
伍
保
法
こ
そ
王
安
石
の
保
用
法
の
母
胎
ぞ
れ
悼
す
も
の
で
あ
っ
て
、
．
K
安
石
は
そ
の
い
川
保
法
を
強
化
発
展

せ
し
め
て
、
以
っ
て
天
下
に
施
行
し
た
の
で
あ
る

G

（
三
）
保
甲
法
の
施
行
と
巡
検
・
県
尉

主
安
石
の
保
甲
法
そ
の
も
の
陀
就
い
て
は
、
己
に
曽
我
部
静
雄
氏
や
油
田
誠
民
、
中
村
治
兵
衛
民
等
の
御
研
究
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
宰



照
し
乍
ら
論
を
進
め
た
い
。

王
安
石
の
保
甲
法
は
神
宗
の
照
寧
三
年
十
二
月
に
新
法
の
一
環
と
し
て
発
布
さ
れ
た
も
の
で
、
施
行
は
先
ず
開
封
府
界
か
ら
は
じ
め
ら
れ

た。

ζ

の
保
甲
法
の
骨
子
は
池
田
誠
民
の
「
保
甲
法
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
に
よ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

十
家
を
一
保
と
し
、
主
戸
の
材
幹
心
力
あ
る
も
の
を
選
ん
で
小
保
長
と
す
る
。

付

五
十
家
を
一
大
保
と
し
、
主
一
戸
の
最
も
心
力
あ
り
、
及
ぴ
物
産
（
資
産
）
最
も
高
い
色
の
を
大
保
長
と
す
る
。

（斗

十
大
保
を
一
都
保
と
し
、
主
一
戸
の
行
止
材
勇
み
の
り
、
衆
の
伏
す
る
と
こ
う
と
な
る
も
の
二
人
を
選
ん
で
都
・
副
保
正
と
す
る
。

H 

主
・
客
一
円
の
別
な
く
一
家
に
圃
丁
以
上
め
る
も
の
か
ら
一
名
各
選
ん
で
保
丁
と
し
、
保
に
附
す
る
ο

（→ 

逃
移
・
死
絶
戸
に
よ
っ
て
同
保
が
五
家
以
下
と
な
っ
た
と
き
は
他
保
に
併
合
し
、
外
来
者
は
同
保
に
加
入
さ
せ
、

μ数
が
十
家
以
上
し
」

な
っ
た
場
合
に
は
別
に
新
し
く
保
を
設
け
る

ψ

以
上
が
保
甲
の
編
成
の
概
要
で
あ
る
が
、
そ
の
保
甲
の
任
務
は
ほ
ぼ
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

（斗

大
保
毎
に
逐
夜
五
人
の
保
T
J
を
輪
差
し
て
保
内
を
巡
警
し
、
盗
賊
に
過
え
ぽ
鼓
を
打
っ
て
人
々
に
報
じ
、
大
保
長
以
下
同
保
の
人
戸
が

即
時
追
捕
し
、
如
し
賊
が
別
保
に
入
っ
た
場
合
は
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
追
捕
す
る
。

1→ 
同
保
内
の
犯
罪
、
特
に
強
・
縞
盗
・
殺
人
・
謀
殺
・
放
火
・
強
姦
・
略
人
・
伝
習
妖
教
・
造
畜
轍
訟
の
界
を
犯
し
た
場
合
、
そ
れ
を
矧

っ
て
い
て
告
げ
な
い
場
合
は
瓦
保
律
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
。

ハ
刊
本
保
内
に
外
来
者
で
行
止
不
明
の
も
の
が
め
れ
ば
捕
え
て
官
に
送
る
。

強
海
三
人
を
家
に
留
め
、
三
日
た
っ
て
も
同
保
内
の
人
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
失
覚
界
に
処
す
る
。

設
6

王
安
石
の
保
甲
法
の
編
成
、
及
び
任
務
の
内
容
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
内
容
よ
り
み
て
み
る
に
、
従
来
郷
村
に
行
わ
れ
た
航
保
法
を
強

（→ 
化
発
展
せ
し
め
た
・
も
の
で
あ
り
、
郷
村
の
治
安
体
制
の
強
佑
を
回
的
と
し
て
出
発
し
た
胃
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

J

北
市
本
の
巡
検
と
保
甲
法

一O
五



北

米

の

巡

検

と

保

叩

法

一O
六

と
の
郷
村
の
自
警
的
な
防
犯
組
織
と
し
て
出
発
し
た
保
甲
法
は
照
寧
四
年
に
な
る
と
保
丁
に
武
芸
を
教
習
し
、
保
丁
を
正
兵
に
代
用
し
よ
う

と
い
う
論
が
生
れ
て
き
た
o

長
編
ヰ
一
一
一
神
宗
・
照
寧
四
年
三
月
丁
末
の
条
に

安
石
日
（
中
略
）
今
所
以
為
保
甲
足
以
除
盗
。
然
非
特
除
盗
也
。
国
可
漸
習
其
為
兵

G

既
人
人
能
射
。
叉
為
旗
鼓
変
其
耳
目
。
漸
与
約
免

税
上
番

Q

代
巡
検
下
兵
士
。
又
令
都
・
副
保
正
能
捕
賊
者
奨
之
。

或
使
為
官
。
則
人
競
納
〉

然
後
使
与
募
兵
相
参
。
則
可
以
消
募
兵
輔

志
。
省
議
兵
財
費
。

と
あ
っ
て
、
保
甲
法
実
施
の
翌
年
た
る
照
寧
四
年
に
な
る
と
、
王
安
石
に
よ
っ
て
、
保
甲
に
武
芸
を
教
習
し
、
武
芸
成
れ
ば
保
丁
を
巡
検
司
に

上
番
せ
し
め
、
巡
検
下
兵
士
に
代
え
て
い
こ
う
と
い
う
論
が
な
さ
れ
て
い
る
ο

と
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
保
丁
の
上
容
で
以
っ
て
巡
検
下
の
兵

士
を
代
え
て
い
こ
う
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、
保
丁
の
正
兵
代
用
を
先
ず
巡
検
下
兵
士
に
限
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
な
に
を
意
味

す
る
か
。
巡
検
の
職
は
捕
慌
に
ゐ
る
。
し
か
る
に
前
節
で
述
べ
た
如
く
巡
検
下
の
兵
は
雑
損
の
廟
・
禁
箪
、
或
い
は
屯
駐
の
客
軍
で
、
郷
村
の

山
川
道
路
に
暗
く
、

ζ

の
欠
陥
の
為
に
、
巡
検
は
捕
都
警
察
の
任
に
ほ
と
ん
ど
た
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
故
巡
検
下
兵
士
号
山
川
道
路

に
熟
知
し
た
郷
一
戸
の
保
丁
で
代
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
欠
陥
を
是
正
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
王
山
支
石
の
意
関
が
兵
を
農
に
潟
す

る
民
兵
制
へ
の
移
行
に
あ
っ
た
こ
よ
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
先
ず
巡
検
下
の
兵
ぞ
保
丁
で
代
用
す
る
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
き
た

そ
の
点
に
、
王
安
石
の
保
甲
法
そ
の
も
の
が
郷
村
の
治
安
体
制
の
再
編
成
し
」
い
う
警
察
的
課
題
か
ら
出
現
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
〉

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

剛
山
寧
四
年
十
一
月
に
は
開
封
府
界
の
保
甲
に
武
芸
を
教
習
す
る
よ
う
に
な
り
、
翌
五
年
七
月
に
は
主
一
戸
の
保
丁
を
巡
検

4
・
県
尉
司
に
上
番

さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
保
甲
法
は
着
々
と
進
展
し
て
い
く
ρ

宋
－
史
酌
ト
兵
六
・
郷
兵
三
・
保
甲
・
照
崩
事
五
年
の
条
に

右
正
一
一
同
・
知
制
語
・
判
司
農
寺
曽
布
言
ο

近
日
保
一
戸
数
以
状
詣
県
願
分
者
隷
巡
検
司
羽
目
武
芸
υ

旧
民
貼
司
以
聞

J

判
延
及
司
農
寺
未
敢
脈

議
u

願
下
提
則
司
送
中
書
詳
審
品
川
司
農
寺
具
為
令
。
於
是
訓
。
主
一
戸
保
丁
願
上
番
巡
検
司
者
心
十
日
一
．
史

J

疾
故
者
次
審
代
之
。
月
給
口



粗
薪
葉
銭
ω

分
審
巡
欝
。
毎
五
十
人
輸
大
保
長
二
・
都
・
副
保
正
一
統
領
之
リ
部
・
刷
保
正
月
各
給
銭
七
千
υ

大
保
長
三
千
。
当
審
者
月

得
剛
離
本
所
。
捕
逐
劇
部
雌
下
蕃
人
亦
聴
追
集
。
給
其
銭
倒
。
事
詑
選
選

U

川
地
上
蕃
人
数
。
的
折
除
其
上
審
問
ν

巡
検
司
量
留
廟
界
（

軍
か
）
給
使
。
余
兵
悉
開
。

と
あ
っ
て
、
保
丁
を
巡
検
問
に
上
蕃
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
υ

こ
の
保
丁
上
番
の
内
容
は
、
主
－
円
の
保
ー
が
十
H
を
一
期
L

」
し
て
巡
検
司
に

上
番
し
、
武
芸
を
習
う
と
同
時
に
巡
径
の
任
に
つ
く
。
そ
の
場
合
、
五
十
人
毎
に
大
保
長
二
名
、
都
・
刷
保
正

4

名
を
愉
草
川
し
て
保
γ
J
を
統
べ

さ
せ
る
。
上
番
の
保
丁
に
は
月
毎
に
口
糧
・
薪
菜
銭
を
紛
し
、
都
・
副
保
正
は
銭
七
千
・
大
保
長
は
銭
一
一
一
千
と
す
る
け
な
ほ
当
番
の
保
丁
は
勝

手
に
本
所
を
離
れ
て
は
い
け
な
い
。
劇
協
を
揃
逐
す
る
時
に
は
下
蕃
の
人
も
迫
集
す
る
を
聴
す
。
以
上
が
保
叩
上
蒋
の
内
容
で
あ
る
ν

こ
の
保

甲
上
審
制
を
一
口
で
い
え
ば
、
保
市
の
弓
手
拍
で
あ
る
。
即
ち
、
郷
一
戸
の
保
丁
を
巡
検
司
に
審
上
さ
せ
、
従
来
の
巡
検
下
兵
上
に
代
え
て
、
叩

慌
の
任
を
負
わ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
記
事
で
問
題
と
な
る
の
は
「
巡
検
司
量
留
縮
界
（
軍
か
）
紛
使
）
余
兵
悪
僧
」
の
一
節
で
あ

る
。
こ
の
余
兵
は
当
然
巡
検
下
の
兵
士
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
給
使
以
外
の
兵
が
直
ち
に
悉
く
出
閉
め
ら
れ
た
の
で
は
伝
い
。
長
編

詮
照
寧
五
年
七
月
壬
午
の
条
に

舵
密
院
伝
上
旨
。
令
中
番
改
保
甲
上
審
法
十
日
為
一
月
。
王
安
石
言
。
保
甲
十
日
一
番
。
須
一
年
八
月
川
河
一
審

ν

料
令
一
月
一
審
・
即

審
愈
疎
。
又
咋
百
姓
投
状
。
或
乞
半
月
或
十
日
一
審
。
既
指
揮
十
日
一
審
（
中
略
）
。

R
乞
十
日
一
一
帯

山
」
此
時
不
従
則
背
約
失
信
u

従

之
。
則
土
令
不
行
。
謂
宜
令
十
日
一
審
。
候
其
習
熟
。
然
後
徐
与
商
量
。
縁
将
来
弓
手
亦
可
龍
ペ
以
保
叩
上
蒋
代
之
・
一
弓
手
之
給
可
給

同
人
上
容
。
又
四
城
外
巡
検
尚
有
四
千
人
。
候
保
甲
漸
成
就
ο

亦
可
以
保
甲
代
之
υ

と
あ
り
、
保
甲
上
審
の
法
施
行
直
後
た
る
照
寧
五
年
七
月
壬
午
に
於
い
て
、
四
域
外
に
尚
四
干
の
巡
検
下
の
兵
が
布
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
し
て
四
干
の
兵
は
弓
手
と
共
に
そ
の
保
甲
と
の
交
代
を
今
後
の
実
施
に
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
巡
検
下
の
兵
の
す
べ
て
が
直

ち
に
保
甲
上
番
に
よ
っ
て
罷
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
ο

そ
れ
で
は
ど
の
程
度
の
兵
数
が
減
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か

J

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

北

米

の

巡

検

と

保

叩

法

。
じ



北
宋
の
巡
検
と
保
甲
法

0 
八

に
は
保
甲
上
番
以
前
の
巡
検
下
兵
士
の
人
数
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
長
編
玲
ニ
神
宗
・
照
寧
五
年
五
月
丙
成
の
条
の
正
安
石
と
神
宗
と
の
保
甲

上
番
施
行
の
是
否
問
答
の
中
に

上
慮
久
銭
糧
不
給
。
安
石
日
。
巡
検
下
六
千
人
。
毎
千
人
歳
約
三
千
貫
。
是
一
歳
費
十
八
万
貫
。
今
若
罷
招
此
六
千
人
。
術
以
保
甲
代

之
。
計
所
用
銭
糧
十
八
万
貫
。
尚
剰
十
万
貫
。
以
十
万
余
人
替
六
千
人
。
叉
歳
剰
銭
十
万
貫
。
何
一
企
憂
不
給
也
。
教
閲
至
一
、
二
年
。
便

令
保
正
募
征
行
者
六
千
人
。
必
可
得
。
況
但
要
守
衛
京
師
而
己
。

と
あ
る
。
右
の
数
字
に
は
検
討
を
要
す
る
点
が
あ
る
が
、
巡
検
下
に
六
千
の
兵
士
が
い
た
乙
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
六
千
名
を
保
甲
上
審

の
施
行
に
よ
っ
て
先
ず
四
干
名
に
減
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
此
の
様
に
保
甲
は
漸
進
的
に
部
検
下
兵
士
に
取
っ
て
代
っ
て
、
州
県
の
治
安
維

持
、
捕
毒
自
察
の
任
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
保
丁
は
県
尉
司
に
も
よ
審
す
る
様
に
な
っ
た
ο

宋
－
史
問
ト
兵
六

－
郷
兵
三
・
保
甲
・
県
寧
五
年
十
一
月
条
に

日
入
詔
尉
司
。
上
番
保
了
。
如
巡
検
司
法
。

と
あ
る
。
保
丁
の
県
尉
司
上
番
は
「
巡
検
司
の
法
の
如
し
」
と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
武
芸
を
習
う
と
同
時
に
従
来
の
弓
手
の
役
目
ぞ
も
負
わ
お

れ
、
県
尉
の
配
下
に
入
っ
て
捕
慌
の
任
に
当
っ
た
の
で
ゐ
ろ
う
。
叉
長
一
嗣
間
一
～
照
寧
六
年
八
月
戊
成
の
詔
に

巡
検
司
給
廟
・
禁
軍
白
直
。
余
以
保
丁
務
上
υ

比
旧
兵
級
三
分
之
一
。
代
史
以
十
日
。
過
追
捕
翠
部
。
聴
抽
上
下
落
υ

県
尉
留
弓
手
白
庖

外
。
余
如
巡
検
法
。

と
あ
り
、
照
寧
六
年
八
月
に
は
巡
検
下
の
兵
数
は
旧
に
比
し
て
三
分
の
一
に
減
ぜ
ら
れ
、
県
尉
配
下
の
弓
手
も
大
巾
に
減
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
減
ぜ
ら
れ
た
分
は
保
丁
の
上
番
で
補
充
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
国
の
中
心
部
た
る
開
封
府
界
に
就
い
て
で
あ
る
が
、
次
に
諸
路
に
於
い
て
見
る
に
、
長
細
川
刊
に
照
寧
六
年
八
月
戊
戊
の
条
に

河
北
・
河
東
・
険
西
五
路
並
排
定
保
甲
。
勧
誘
習
武
芸
。
聴
旨
閲
訊
。
未
得
上
番
。
余
路
止
排
定
保
申
コ
免
習
武
芸
υ

其
荊
削
・
川
広
被



辺
州
軍
。
如
当
習
凪
芸
。
委
航
可
・
提
挙
司
ο

…
許
度
以
聞
み

と
あ
っ
て
、
河
北
・
河
東
・
映
画
の
所
謂
縁
辺
三
路
は
限
寧
六
年
八
月
に
至
っ
て
保
甲
を
編
排
し
、
武
芸
を
教
習
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
ο

そ

の
他
の
路
で
は
、
湖
南
北
・
川
峡
内
の
異
民
族
と
の
接
触
面
を
も
っ
特
殊
な
地
域
を
除
い
て
は
、
た
だ
保
甲
の
編
排
の
み
に
と
ど
め
、
武
芸
の

教
習
は
免
除
し
て
い
る
。

つ
ま
り
武
芸
を
教
習
ぶ
れ
る
の
は
開
封
ぃ
財
界
・
河
北
・
河
東
・
険
西
及
び
湖
南
北
・
川
峡
の
一
部
等
で
、
首
都
及
び

沿
辺
と
し
て
特
に
郷
村
の
治
安
組
織
を
篠
立
し
て
お
く
必
要
の
強
か
っ
た
所
で
あ
る
。
但
し
沿
辺
三
路
の
保
申
上
番
が
愈
々
実
施
せ
ら
れ
た
の

は
や
や
お
く
れ
て
脱
出
小
九
年
か
ら
で
あ
っ
た
ω

長
一
細
川
一
一
一
際
管
八
年
三
月
丙
午
の
条
に

先
是
（
呉
）
充
一
一
↑
一
川

J

河
北
民
兵
難
多

3

而
未
見
可
用
之
実
。
恒
愚
調
。
宜
梢
約
京
畿
法
。
分
番
在
巡
検
下
教
開
。
代
禁
兵
帰
隷
諸
将
。
有

事
用
為
守
域
。

と
あ
っ
て
、
河
北
で
も
、
京
畿
の
保
甲
上
審
の
法
に
準
じ
て
、
分
審
し
て
巡
検
下
で
教
関
し
、
事
あ
る
時
に
は
こ
の
民
兵
を
用
い
て
守
峨
せ
し

め
よ
と
の
意
見
が
呉
充
か
鳴
り
出
さ
れ
て
い
る
。
呉
充

ωこ
の
請
は
直
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
長
一
編
均
一
一
一
照
寧
八
年
間
四
月
美
己
条
に

詔
。
河
北
・
河
東
義
勇
保
用
）
侯
教
成
令
上
番

J

以
代
近
辺
巡
検
成
兵
。
従
捉
挙
議
勇
保
甲
曽
孝
寛
及
司
農
寺
・
兵
部
請
也
。

と
あ
る
。
河
北
・
河
東
の
義
勇
保
甲
は
、
教
成
る
を
倹
っ
て
巡
検
・
県
尉
下
に
上
番
せ
し
め
、
巡
検
成
兵
に
代
え
し
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
長
一
細
切
口
県
寧
九
年
七
月
の
条
に

河
北
西
路
転
運
同
言

d

諸
巡
検
下
。
欲
且
械
間
歩
兵
二
十
・
馬
軍
一
十
相
兼
檎
捕
υ

盗
賊
多
処
依
所
奏
施
行
。
時
以
義
勇
保
甲
方
上
容
故

也。

と
あ
っ
て
、
照
寧
九
年
七
月
に
は
河
北
西
路
で
は
、
臨
賊
多
き
処
の
み
巡
検
下
に
歩
兵
二
十
・
馬
軍
一
十
を
留
め
、
余
は
保
丁
の
上
番
で
代
用

す
る
乙
と
と
し
て
い
る
ο

比
の
様
に
漸
減
せ
ら
れ
て
い
っ
た
巡
検
下
の
兵
士
は
、
開
封
府
界
・
洞
東
路
で
は
元
豊
二
年
九
月
に
全
寵
す
る
こ
と

と
な
っ
じ
。
長
編
池
山
・
元
豊
二
年
九
月
甲
成
条
に

北
米
の
巡
検
と
保
叩
法

。
九



北

米

の

巡

検

と

保

申

法

。

詔
u

開
封
府
界
馬
軍

J

嘉
郎
棒
日
第
五
軍
第
一
指
揮
五
百
人
υ

尉
民
騎
猛
第
一
指
揮
四
百
人
。
歩
軍
。
減
（
戚
の
誤
り
）
平
天
武
第
一
指

揮
。
雄
勇
第
一
指
揮
ο

裏
邑
雄
威
第
二
指
揮
υ

陳
留
雄
威
第
六
指
揮
各
五
百
人
。
河
東
馬
軍
。
大
原
府
世
相
伴
第
三
指
揮
3

泌
州
吐
津
第
六

指
揮
。
析
州
広
鋭
第
六
指
揮
。
嵐
州
広
鋭
第
十
九
指
揮
各
三
百
人
。
歩
軍
。
瀦
州
神
鋭
第
十
四
指
揮
四
百
人
。
自
今
闘
額
勿
補
。
候
人
数

不
多
即
併
廃
υ

以
開
封
府
界
・
河
東
巡
検
司
既
用
義
勇
保
明
審
上
以
代
禁
兵
。
而
巡
検
司
旧
用
兵
数
。
府
界
三
千
五
十
四
人
。
河
東
千
六

百
三
十
一
人
。
情
当
省
故
也
u

と
あ
る

J

開
封
府
界
の
兵
、
六
指
揮
大
約
二
千
九
百
人
、
河
東
の
兵
五
指
揮
大
約
千
六
百
人
は
そ
の
闘
額
を
補
充
し
な
い
で
、
自
然
に
消
滅
し

て
い
く
の
を
侯
て
と
い
う
の
で
あ
る

J

こ
の
消
廃
す
べ
き
分
の
兵
数
と
開
封
府
界
巡
検
司
の
旧
用
の
兵
数
三
千
余
名
、
河
東
巡
検
司
の
旧
用
の

兵
数
千
六
百
余
名
と
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
u

消
廃
す
べ
き
分
の
兵
数
と
旧
用
の
兵
数
と
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
巡
検
下
兵
士
が

保
丁
の
上
番
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

J

叉
長
編
詰
・
一
歪
児
三
年
五
月
辛
末
条
に

詔
ο

河
北
・
快
酉
路
巡
検
兵
リ
雌
代
以
義
勇
保
甲
。
其
川
畑
給
。
可
依
開
封
府
界
・
河
東
路
封
棒
。
季
具
帳
報
枢
密
院
及
兵
部
ο

充
義
勇
保

甲
車
給
之
費
。

と
あ
っ
て
、
元
号
三
年
五
月
に
は
叫
に
河
北
・
険
西
に
於
い
て

b
巡
検
下
兵
士
は
す
べ
て
保
甲
の
上
容
に
よ
っ
て
瞥
換
せ
ら
れ
て
い
る

ω
で
あ

る。
以
上
、
開
封
府
界
及
び
河
北
・
河
東
・
映
酉
に
於
け
る
保
甲
上
番
と
そ
れ
に
対
応
す
る
巡
検
下
の
兵
数
の
変
化
と
に
就
い
て
述
べ
て
き
た
わ

け
で
あ
る
が
、
次
に
保
甲
の
山
尉
川
上
容
し
」
づ
手
数
と
の
変
化
に
就
い
て
み
て
み
よ
う
u

宋
会
要
輯
稿
許
兵
二
・
郷
兵
・
照
僚
九
年
十
月
の

条
l乙

棺
密
院
言

Q

兵
部
立
到
五
路
上
審
条
約
己
施
行
外
。
合
制
者
ν

泊
以
尉
弓
手
υ

一
苅
額
六
十
人
以
上
留
二
十
五
人
。
五
十
人
以
上
留
二
十

人
。
不
満
五
十
人
樹
十
五
人
υ

余
以
保
甲
唄
元
額
人
数
ο

浦
上

mu
各
随
巡
検
・
県
尉
所
在
。
以
近
及
遠
籍
定
番
次
。
内
保
甲
不
得
折
破



都
保
分
在
両
司
上
番
。
諸
上
番
以
額
定
人
為
正
容
ο

別
取
三
分
為
貼
審

J

人
数
蹴
多
不
得
過
三
十
六
審
。
並
従
之
。

と
あ
る
。
即
ち
五
路
（
河
北
東
路
・
河
北
西
路
・
河
東
路
・
永
興
軍
路
・
秦
鳳
路
）
で
は
、
弓
手
の
一
元
額
六
十
人
以
上
の
県
は
二
十
五
人
、
五

十
人
以
上
の
県
は
二
十
人
、
五
十
人
未
揃
の
県
は
十
五
人
に
そ
れ
ぞ
れ
減
じ
、
そ
の
減
じ
た
分
た
け
は
保
．
1
の
上
番
で
狽
充
し
た
の
で
あ
る

J

旧
に
比
す
れ
ば
、
大
約
三
分
一
ω
一
に
減
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
υ

尚
、
保
甲
が
巡
検
司
に
蒋
上
す
る
か
、
県
尉
司
に
蕃
上
す
る
か
は
、
都
保
を

単
位
と
し
て
行
わ
れ
、
巡
検
・
県
尉
斗
刊
の
所
在
の
遠
近
に
随
っ
た
の
で
み
る
一

u

五
路
に
於
け
る
上
番
は
十
宜
日
を
一
期
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

「
人
数
多
し
と
雄
志
一
一
一
十
六
番
を
過
ぐ
る
を
得
ず
」
と
み
る
か
ら
、
保
丁
は
年
余
に
一
度
、
十
五
日
を
一
期
と
し
て
巡
検
司
又
は
県

尉
司
に
審
上
し
な
け
れ
ば
な
、
り
伝
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
寸

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
総
轄
的
に
ま
と
め
る
と
、
開
封
府
界
に
於
い
て
は
照
寧
五
年
七
月
よ
り
、
他
の
沿
辺
三
路
に
於
い
て
は
そ
れ
よ
り

も
お
よ
そ
四
年
ほ
ど
お
く
れ
て
保
甲
上
審
の
法
が
施
行
さ
れ
た

ν

保
甲
上
番
の
内
容
は
、
主
戸
の
保
丁
が
十
五
日
を
一
期
と
し
て
巡
検
・
県
尉

司
に
審
上
し
、
武
芸
を
教
習
さ
れ
る
と
同
時
に
巡
警
の
任
に
つ
く
っ
上
番
の
保
丁
に
は
月
毎
に
口
糧
・
薪
菜
銭
が
支
給
さ
れ
る
。
上
番
し
た
保

丁
は
巡
検
・
県
尉
に
一
平
い
ら
れ
て
悦
服
附
殺
に
従
事
す
る

J

劇
賊
発
生
等
の
場
合
に
は
下
番
の
者
も
徴
発
せ
ら
れ
る
。
如
し
避
け
て
峨
と
闘
わ

、
ざ
れ
ば
弓
手
の
法
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
。
以
上
の
様
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
u

つ
ま
り
尉
司
下
の
弓
手
、
巡
検
下
の
兵
士
等
、
瞥
察
捕
盗

に
当
る
役
人
、
兵
士
は
す
べ
て
保
甲
に
吸
収
統
合
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
そ
の
完
全
実
施
ま
で
に
は
相
当
の
歳
月
を
必
要
と
し
、
開
封
府

界
・
河
北
・
河
東
・
映
西
が
保
甲
上
番
を
仕
上
げ
た
の
は
一
苅
豊
三
年
末
で
あ
っ
た
υ

保
甲
上
番
制
の
活
用
は
巡
検
下
兵
士
の
会
罷
・
県
尉
下
弓
手
の
減
罷
に
止
ま
ら
ず
、
続
い
て
集
教
大
保
長
法
、
更
に
続
い
て
団
教
法
の
施
行

が
打
出
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
団
教
施
行
と
巡
検
・
県
尉
司
上
番
廃
止

北

宋

の

巡

検

と

保

叩

法



北
米
の
巡
検
と
保
甲
山
山

長
編
時
一
一
一
一
克
服
ば
二
年
十
一
月
発
己
の
条
に

詔
。
開
封
府
界
教
大
保
長
充
教
頭
。
其
提
挙
宮
以
昭
宣
使
・
果
州
防
禦
使
・
入
円
副
都
知
王
中
正
。
東
上
閤
門
使
・
栄
州
刺
史
狭
諮
為

之
。
初
王
安
石
議
。
減
正
兵
以
保
申
民
兵
代
之
。
於
是
始
置
提
挙
教
閲
之
使
。
後
叉
及
於
西
北
一
一
一
路
。

と
あ
る
に
依
れ
ば
、
王
安
石
の
保
甲
法
は
こ
と
に
析
し
い
段
階
を
迎
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ら
保
甲
を
巡
検
・
県
尉
司
に
番
上
さ
せ
、
弓

手
や
巡
検
下
兵
士
の
任
で
め
っ
た
印
刷
硲
警
察
の
事
を
こ
の
番
上
し
た
保
甲
に
肩
代
り
さ
せ
た
先
述
の
段
階
は
、
そ
の
運
用
面
に
於
い
て
警
察

組
織
と
し
て
の
保
甲
法
の
段
階
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
と
こ
ろ
が
元
豊
二
年
の
右
の
詔
で
は
、
大
保
長
を
州
に
集
め
て
武
芸
を
教
習
し
、
教
成
つ

た
彼
ら
を
郷
村
に
帰
し
て
、
保
甲
民
兵
佑
へ
の
移
行
の
布
石
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
保
甲
の
運
営
に
於
い
て
第
二
の
段
階
に
進
ん
だ
と

S

－
 

云
え
る

J

教
成
っ
た
大
保
長
の
保
ー
へ
の
教
習
に
就
い
て
は
、
文
献
通
考
日
廿
・
兵
考
九
・
教
闘
の
項
に

（
元
地
鼠
）
三
年
・
大
保
長
芸
成
。
乃
立
問
教
法
。
以
大
保
長
為
教
頭
教
保
丁
駕
。
凡
一
都
保
以
相
近
者
分
為
五
回
。
即
本
団
都
・
副
保
正

所
居
楽
教
之
。
以
大
保
長
芸
成
者
十
人
衰
教
。
五
日
一
局
之
。
五
分
其
了
。

以
其
一
為
騎
。

ニ
為
弓
。

三
為
認
可
。

府
界
法
必
乃
縫
之

路
d

各
程
文
・
武
官
一
人
提
挙
。

と
あ
る
ο

即
ち
一
都
保
を
五
同
に
分
ち
、
本
間
心
部
－
d
川
保
正
の
在
一
昨
に
教
習
の
為
の
回
教
場
を
設
け
、
教
成
っ
た
大
保
長
を
指
導
者
と
し
て

五
日
毎
に
保
一
J
を
集
め
て
弓
・
笥
・
騎
を
教
習
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
の
大
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
団
教
法
と
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の

保
甲
上
番
が
年
余
に
一
度
、
十
五
日
を
任
期
と
す
る
巡
検
・
県
尉
司
へ
の
上
替
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
比
す
れ
ば
、
国
教
法
に
於
い
て
は
五
日

毎
に
一
度
の
団
教
が
あ
っ
て
、
そ
の
負
担
は
若
増
し
た
こ
と
に
な
る
。
前
段
階
ま
で
の
保
甲
法
は
明
ら
か
に
警
察
的
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る

が
、
団
教
法
に
歪
つ
て
は
明
ら
か
に
目
的
を
民
兵
制
へ
の
移
行
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
開
封
府
界
に
は
じ
め
ら
れ
た
こ
の
団
教
法
は
、
若
干

お
く
れ
て
河
北
・
河
東
・
峡
西
に
も
実
施
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
初
め
は
捕
臨
警
察
組
織
と
し
て
そ
の
運
営
を
限
ら
れ
て
い
た
保
甲
法
は
大
き

く
様
相
を
両
氏
め
、
民
兵
組
織
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
う
し
た
保
甲
の
民
兵
組
織
佑
は
一
朝
に
出
て
き
た
色
の
で
は
な
く
、



そ
れ
以
前
に
於
け
る
保
甲
上
番
の
聞
に
そ
の
準
備
が
着
々
と
つ
ま
れ
て
い
た
。
即
ち
照
寧
八
年
に
は
保
甲
を
掌
る
中
央
官
庁
に
変
更
が
あ
り
、

保
甲
は
司
農
寺
か
ら
兵
部
に
改
隷
さ
れ
、
そ
の
政
令
は
枢
密
院
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
父
照
寧
九
年
に
は
保
甲
結
隊
の
法
が
下
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
保
申
の
民
兵
佑
に
結
び
つ
く
処
置
で
、
そ
の
準
備
し
」
見
得
る
志

ωで
あ
る
。
こ
の
様
な
準
備
工
作
の
上
に
団
教
法

が
施
行
せ
ら
れ
、
保
甲
法
は
前
段
階
よ
り
大
き
く
前
進
し
て
民
兵
組
織
し
」
化
し
た
の
で
あ
る
ο

そ
こ
で
こ
の
団
教
施
行
の
段
階
に
於
け
る
そ
れ

巻

団

ー

ま
で
の
警
察
組
織
と
し
て
の
保
甲
法
の
運
営
の
変
化
に
就
い
て
見
る
に
、
長
編
rυ

コ
・
一
九
材
二
年
六
月
戊
昨
条
の
枢
密
院
の
上
一
一
日
に
元
域
年
間

の
事
を
述
べ
て

府
界
三
路
初
置
保
甲
ν

分
隷
巡
検
。
輪
月
上
番
。
ば
替
正
兵
帰
営
。
部
拠
逐
路
鈴
下
兵
数
・
鈎
一
騎
兵
額
椿
管
請
受
。
収
充
上
番
及
楽
教
’
又

費
。
自
行
問
教
後
来

J

雌
罷
保
甲
上
番

J

編
逐
処
巡
検
伯
旧
郡
葉
正
兵
。
以
所
収
鈎
隣
軍
兵
法
制
受
充
団
教
文
費
。
更
不
復
招
兵
補
元
額
。

致
逐
路
闘
人
ν

と
あ
り
、
団
教
法
一
施
行
し
」
同
時
に
保
甲
上
番
を
罷
め
、
巡
検
斗
叫
に
は
叉
正
兵
が
差
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
長
編
唯
一
一
一
・
元
豊
四

年
正
月
丁
酉
の
詔
に

其
見
今
巡
検
・
県
尉
下
長
上
・
番
上
保
甲
並
罷
ο

並
諸
県
尉
惟
主
拙
県
城
及
草
山
内
脱
出
ふ
郷
村
地
分
並
責
巡
検
管
斗

G

其
余
職
事
情
的

I日

と
あ
っ
て
、
保
甲
上
番
を
罷
め
る
と
同
時
に
、
県
尉
の
取
締
’
j
範
囲
を
県
域
内
及
ぶ
草
山
に
、
巡
検
の
取
締
り
範
囲
を
郷
村
に
そ
れ
ぞ
れ
限
つ

て
い
る
コ
こ
れ
は
何
故
か
、
－
て
れ
は
二
つ
の
理
由
に
よ
る
み

一
つ
は
、
保
甲
の
県
尉
寸
上
番
に
よ
り
弓
手
数
は
大
巾
に
減
、
せ
ら
れ
、
そ
の
減
ぜ

ら
れ
た
分
は
保
甲
の
上
替
で
唄
光
し
て
い
た
。
そ
れ
が
保
甲
上
番

ωぃ
脆
止
に
よ
っ
て
県
尉
川
・
よ
り
保
丁
が
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
減
少

し
た
弓
手
だ
け
で
は
郷
村
ま
で
手
が
ま
わ
、
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る

J

県
尉
を
県
域
内
及
び
車
市
に
限
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
団
教
の
任
に
当
る
の
は
巡
検
で
あ
り
、
団
教
場
は
県
下
に
網
の
日
の
如
く
列
置
主
れ
、
巡
検
は
常
時
郷
村
を
巡
還
し
て
団
教
を
按
じ
な
け

北
宋
の
巡
検
と
保
甲
山
出

一
一一



北
米
の
巡
検
と
保
巾
法

四

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
リ
つ
ま
り
部
賊
発
生
等

ω場
合
に
は
、
こ

ω同
教
の
保
明
を
一
平
い
て
捕
殺
に
当
れ
ば
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
巡
検
を
郷
村
に
限
っ
た
の
は
こ
の
為
で
あ
る
ο

（
五
）
巡
検
と
土
兵
招
置

保
甲
法
が
そ
の
編
排
か
ら
運
営
活
用
に
ま
で
及
ん
だ
の
は
主
と
し
て
開
封
府
昇
及
び
沿
辺
三
路
で
、
他
路
は
概
ね
編
排
の
み
に
止
ど
め
て
運

営
活
用
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
ぜ
そ
う
し
た
地
域
、
即
ち
保
甲
の
巡
検
・
県
尉
司
へ
の
上
番
い
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
に
於
い
て
の
従
来
の
瞥

察
組
織
の
欠
陥
に
対
す
る
是
正
策
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ο

赤
城
志
功
一
秩
宮
門
五
・
諸
県
属
官
・
亨
場
巡
検
一
員
の
項
に

武
田
。
照
b
m
T

七
年
準
低
速
司
牒
。
備
準
加
他
密
騎
剖
子
。
両
山
間
路
提
挙
塩
事
司
奏
。
宜
於
石
窟
頭
添
置
巡
検
一
員
。
差
兵
級
一
百
人
ο

有
旨

依
》
九
年
。
一
向
断
路
転
逝
司
・
東
西
路
・
計
轄
司
奏
）
備
準
枢
密
院
割
子
。
巡
尉
職
皆
捕
浴
叫
而
所
獲
多
少
不
件
。
蓋
以
尉
所
用
弓
手
円

諸
熟
土
人
。
巡
検
則
用
雑
損
容
筆
。
不
許
差
出
υ

輯
捉
所
以
常
劣
於
尉

Q

欲
乞
行
下
。
応
巡
検
下
兵
級
。
依
旧
額
於
本
処
招
置
。
就
附
JMJ

左
右
住
営
。
諸
処
不
得
拙
差
。
議
差
著
作
佐
郎
熊
糸
等
相
度
。
成
以
為
使
。
有
旨
依
。
内
台
州
係
在
温
州
七
処
巡
検
数
円
。
毎
処
置
都
頭

－
副
都
頭
各
一
人
。
十
将
・
将
虞
候
・
承
局
各
一
人
。
押
官
二
人
。
長
行
九
十
三
人
。
糧
鏡
照
照
寧
三
年
皆
（
指
の
誤
り
か
）
揮
依
教
閲

雄
節
機
u

全
支
見
銭
。
今
其
築
改
名
…
苧
場
。

と
あ
る
ο

即
ち
傑
甲
上
蕃
・
同
教
の
行
わ
れ
な
か
っ
た
台
州
に
於
い
て
は
、
従
来
の
警
察
組
織
の
欠
陥
1

1
巡
検
下
兵
士
が
雑
損
の
廟
・
禁
皐

で
、
そ
の
地
の
山
川
道
路
に
暗
く
、
叉
捕
盗
の
際
郷
一
円
の
協
力
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
！
ー
を
是
正
す
る
為
に
本
処
に
於
い
て
土
兵
を
招

置
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
ο

こ
の
土
兵
招
置
の
法
は
後
に
保
甲
上
容
の
行
わ
れ
た
開
封
府
界
、
河
北
・
河
東
・
険
西
を
除
く

諸
路
に
及
ぼ
ウ
れ
た
。
長
編
時
川
・
一
元
符
元
年
三
月
丙
子
の
条
に

似
密
院
言
。
京
東
西
安
撫
提
刑
両
奏
。
乞
依
一
河
盛
五
年
詔
。
巡
検
下
企
置
土
兵
絹
捕
邪
賊

υ

従
之
。
其
所
招
土
兵
。
仙
本
州
及
隣
州
有
一
戸



籍
者

d

無
戸
籍
有
土
一
戸
一
名
委
保
者
亦
聴
招
刺
。

と
み
の
っ
て
、
一
河
盛
五
年
の
詔
に
依
っ
て
京
東
西
岡
路
の
巡
検
下
に
土
一
戸
叉
は
土
戸
の
保
証
あ
る
容
戸
か
ら
土
共
を
招
躍
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
J

一
万
段
五
年

ωこ
の
詔
は
長
編
に
み
み
の
た
ら
な
い
が
、
同
書
雄
一
K
・
一
苅
祐
二
年
二
月
卒
一
社
条
に

詔
ηι
山
路
巡
検
土
共

J

以
一
万
絹
之
市
十
斧
一
禁
寧
・
以
似
密
院
一
一
一
一
口
ν

土
兵
本
以
譜
悉
山
川
地
里
易
於
捕
冠

J

今
歳
久

以
親
岐
郷
川
引
い
之
吹
い
此
ー
此

什
《
為
綴
、
）
汁
川
以
禁
軍
相
萩

v

政
有
是
命
。

し
」
＃
の
っ
て
、

や
は
り
附
封
府
旧
作
及
ジ
沿
辺
三
路
を
除
く
他
の
謂
路
で
は
土
兵
招
置
の
法
が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
．
ぶ
ナ
記
事
が
見
山
3
れ
る
，

開
封
府
凶
介
及
び
沿
辺
三
時
で
は
保
甲
の
投
箪
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
招
置
の
土
兵
も
保
甲
の
余
丁
を
対
象
と
し
て
い
た

ω
で
は

な
い
か
と
与
え
ら
れ
ら
が
、
こ
け
制
置
し
た
土
兵
分
だ
け
は
、
巡
検
下
に
兵
を
供
給
し
て
い
た
屯
駐
・
院
前
或
い
は
本
城
の
閥
・
禁
附

ω
m
M山

内
で
省
〈

ω
で
あ
る
〕

以
上
、
開
封
府
出
介
し
」
的
辺
三
時
と
を
除
く
他
路
で
は
、
土
兵
招
置
を
以
て
従
来
の
巡
検
の
欠
陥
是
正
策
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

{/J主

来
の
巡
険
兵
ば
維
損

ωド
畑
・
叫
栄
一
平
、
即
ち
土
地
不
案
内
の
外
来
憲
兵
で
賊
の
逃
走
路
や
桝
伏
場
所
に
暗
〈
、
そ
の
当
然

ω欠
陥
は
土
地
事
刊
に

精
通
し
た
者
の
一
採
用
で
制
う
外
な
い
》
巡
検
下
削
硲
兵
と
し
て
土
兵
招
置
が
重
咲
佑
し
た
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
在
る
、

結

語

山
木
初

ω松
川
然
組
織
は
巡
検
・
県
尉
の
二
本
越
て
で
出
発
し
た
υ

県
尉
ば
そ
の
配
下
に
郷
円
よ
り
役
と
し
て
徴
発
‘
さ
れ
た
弓
手
を
有
し
、

↓

l

、
千
川
口
y

ω治
安
警
察
の
小
川
ー
を
刊
と
し
て
い
た

d

巡
検
は
そ
の
配
下
に
屯
駐
・
駐
泊
或
い
は
本
城
の
出
向
指
揮
よ
り
拙
差
せ
ら
れ
た
閥
・
禁
唱
を
有
し
、
数
州

或
い
は
一
州
或
い
は
数
回
原
を
竹
新
一
は
域
と
し
て
大
賊
出
説
等
の
非
掃
の
場
合
に
備
え
て
い
た
。
し
か
し
時
代
を
下
る
に
従
っ
て
、
治
安
状
勢

ω

題
化
に
対
応
し
て
、
巡
検
ば
漸
次
増
員
せ
ら
れ
、
保
山
叩
法
出
現
時
に
は
普
通
一
…
州
内
に
一
ニ
・
四
員
の
巡
検
が
置
か
れ
要
県
に
於
い
て
は
三
・
問
艮

北
京
の
巡
航
ー
と
保
叩
パ
仏

五



北

米

の

巡

検

と

保

甲

法

一一ムハ

の
巡
検
が
置
か
れ
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
巡
検
の
増
置
は
勿
論
治
安
状
勢
の
悪
佑
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
治

安
状
勢
の
悪
佑
と
巡
検
の
増
員
と
は
巡
検
の
性
格
に
影
響
を
与
え
、
初
期
の
大
賊
出
現
に
備
え
た
遊
動
隊
的
性
格
の
る
の
か
ら
郷
村
の
小
賊
捕

殺
を
任
と
す
る
も
の
に
変
化
せ
し
め
た
。
つ
ま
り
初
期
の
軍
警
的
性
格
の
も
の
か
ら
完
全
に
警
察
的
性
格
の
も
の
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
み

る
。
郷
村
の
治
安
状
勢
の
悪
ル
仙
の
中
で
巡
検
の
職
掌
が
小
路
捕
殺
に
変
佑
し
た
時
、
新
し
い
問
題
が
提
起
会
れ
た
ο

即
ち
仁
宗
の
時
代
に
入
つ

て
対
外
関
係
が
恋
伯
す
る
と
、
先
ず
内
を
固
め
る
必
要
か
ら
そ
の
対
策
が
童
似
せ
ら
れ
、
捕
部
讐
察
の
任
を
負
っ
た
巡
検
・
県
尉
の
無
力
佑
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
無
力
佑
の
原
因
が
主
と
し
て
巡
検
配
下
に
置
か
れ
た
兵
の
内
に
あ
る
こ
と
が
反
省
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
心
県
尉
配

下
の
弓
手
が
郷
一
円
出
身
で
山
川
道
路
に
熟
知
し
て
い
る
の
に
比
し
、
巡
検
下
兵
士
は
雑
損
の
脂
・
禁
箪
或
い
は
屯
駐
の
存
寧
で
あ
り
そ
れ
に
附

い
こ
と
、
巡
検
下
の
兵
士
は
更
成
の
法
に
よ
り
て
二
年
で
替
換
せ
ら
れ
、
山
川
道
路
に
周
知
し
捕
慌
に
熟
達
す
る
い
と
ま
が
な
か
っ
た
こ
と

な
ど
が
巡
検
の
警
察
機
能
と
し
て
の
欠
陥
で
あ
っ
た
。
巡
検
が
無
方
化
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
負
担
は
県
尉
に
か
か
っ
て
く
る
。
県
尉
が
そ
の
負

担
を
荷
う
た
め
に
は
弓
手
の
増
員
を
必
要
と
す
る
が
、
し
か
し
弓
手
は
役
で
そ
の
為
に
徴
発
数
に
自
ら
制
限
が
あ
っ
た
。
宋
初
に
比
し
て
三
倍

ほ
ど
に
達
し
た
時
弓
手
の
増
員
は
ほ
ぼ
限
界
に
達
し
、
し
か
も
そ
の
程
度
で
は
問
題
の
解
決
に
は
役
立
た
な
か
っ
た
。
宋
初
に
は
効
巣
を
あ
げ

た
二
本
建
て
の
警
察
組
織
も
仁
宗
時
代
に
は
崩
壊
同
然
に
無
力
佑
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
先
ず
取
ら
れ
た
の
は
中
央
禁
軍
の
頻
々
た
る
地
方
派

遣
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
費
用
の
点
、
地
方
に
於
い
て
反
っ
て
民
を
騒
揮
さ
せ
る
点
等
に
大
き
な
弱
点
を
ち
っ
て
い
た
リ
こ
う
し
た
行
詰
り
の

中
か
ら
登
場
し
た
の
が
現
地
官
吏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
保
伍
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
警
察
機
関
た
る
巡
検
・
県
尉
の
無
力
化
に
対
処
し
て
、
自
己

を
自
ら
の
手
で
守
る
べ
く
組
織
さ
れ
た
自
警
的
な
防
犯
組
織
で
あ
る
。
と
の
保
伍
怯
こ
そ
は
王
山
支
石
の
保
用
法
mw
母
胎
を
な
す
も
の
で
、
彼
は

こ
れ
を
中
央
の
政
策
に
採
上
げ
、
整
備
拡
大
し
て
、
保
甲
法
と
し
て
天
下
に
施
行
し
た
の
で
あ
る
。

王
安
石
が
保
刑
法
実
施
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
究
極
の
目
的
を
「
兵
を
曲
買
に
府
内
す
る
」
民
兵
制
へ
の
移
行
に
お
い
て
い
た
ζ

と
は
疑
い
な
い
に

し
て
も
、
保
甲
法
そ
の
も
の
は
十
家
を
一
保
と
す
る
防
犯
的
な
隣
保
組
織
を
造
り
、

K
M
惑
を
入
れ
な
い
し
」
い
う
郷
村
の
治
安
体
制
の
強
化
と
い



う
而
よ
り
出
発
し
て
い
る
υ

即
ち
そ
の
突
施
に
力
点
の
お
か
れ
た
開
封
府
界
及
び
沿
辺
三
路
の
保
甲
法
運
蛍
を
見
る
に
、
従
来
の
警
察
組
織
の

最
大
の
欠
陥
と
さ
れ
た
土
地
事
情
に
哨
い
雑
損
の
州
・
禁
軍
を
保
丁
の
上
番
で
置
き
代
え
て
弊
害
を
救
っ
て
お
り
、
他
の
諸
路
に
於
い
て
は
土

兵
あ
ら
招
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
是
正
し
て
い
る
。
王
安
石
の
保
甲
法
は
此
の
段
階
を
第
一
と
し
て
更
に
第
二
の
段
階
に
進
ん
で
い
る
。
即
ち
第

一
の
警
察
的
段
階
か
ら
民
兵
的
段
階
へ
の
移
行
で
あ
っ
て
、
比
の
第
二
段
階
へ
の
移
行
を
劃
す
る
の
は
団
教
で
あ
る
。
回
教
に
依
っ
て
民
兵
佑

さ
れ
た
保
叩
は
に
わ
か
に
そ
の
負
担
を
大
き
く
し
た
。
第
一
段
階
で
は
年
余
に
一
度
、
十
余
日
の
番
上
で
よ
か
っ
た
も
の
が
第
ニ
段
階
の
同
教

で
は
五
日
に
一
度
の
帯
上
と
伝
っ
た
。
王
山
火
石
の
保
甲
法
に
対
す
る
非
難
は
、
専
ら
同
教
に
集
中
し
、
然
も
強
烈
で
あ
る
が
、
保
甲
の
巡
検
・

県
尉
川
上
需
に
は
非
難
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
点
か
ら
考
え
て
、
第
一
段
階
た
る
警
察
組
織
と
し
て
の
保
甲
法
は
時
人
に
も
成
功
と
考
え
ら
れ

て
い
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
王
安
石
の
保
甲
法
が
大
非
難
の
中
に
敗
退
し
た
の
は
警
察
組
織
と
し
て
の
保
甲
法
を
越
え
て
、
民
兵
組
織
し
」
し

て
の
保
甲
法
、
即
ち
同
教
法
の
施
行
に
迄
進
ん
だ
こ
と
に
従
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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作ド－
a

l

長
細
川
山
仁
一
岡
山
第
九
年
十
一
月
叩
午
の
条
参
照

2

米
会
研
究
輯
梢
八
九
職
官
四
八
巡
検
の
以
に

掌
巡
検
州
邑
捕
結
盗
賊
芝
事
。
以
悶
門
祇
紋
以
l
至
誠
司
使
・
将
市

h

山
内
侍
充
。
向
両
州
苔
u

－
ト
州
山
川
川
川
辺
お
戎
山
町
ψ
l
険
山
宮
者
亦
因
其
他

為
名
。
亦
有
同
都
巡
検
使
。
供
ド
明
日
以
ド
為
者
不
一
不
快
。
机
削
辺
M
人有

巡
検
都
臨
之
名
。
巡
検
仰
向
一
州
五
十
一
九
州
軍
有
。
或
従
道
路
使
1
．沿

線
境
上
。
亦
一
旬
同
巡
検
使
。
三
班
為
者
不
使
。
向
一
一
県
至
七
刷
用
。
関

川
刈
府
議
保
有
巡
検
一
口
氏
。
二
県
至
三
県
有
駐
泊
巡
検
各
一
員

〉」
L
M山
マ
口

2

3

こ
の
川
町
人
け
の
市
快
は
巡
検
阪
で
は
た
く
都
阪
航
仰
を
析
す
と
川
山
わ
れ
る

北
京
の
巡
検
と
保
甲
山
山

4

欧
陽
古
人
山
山
公
全
集
巻
一
「
諭
捕
賊
賞
罰
劉
子
」
に

C
二

回
調
。
天
ド
郊
盗
縦
縞
山
首
山
小
路
合
理
訊
O

A

1
侭
忠
仲
代
大
而
不
附
其
微
υ

故
必
欲
止
盗
先
従
小
。
能
絶
小
盗
者
巡
検
県
尉
也
。

〉
ど
め
る
。

5

長
一
制
暗
い
嘉
祐
一
一
一
年
十
二
月
丁
巳
の
条
に
、
捕
賊
の
使
闘
を
減
じ
、
弓

F

ノ
ノ

手
を
増
さ
ん
と
の
泌
が
で
て
お
り
、
叉
宋
史
梨
巻
一
平
一
尚
恭
伝
に
よ
れ

ば
「
減
巡
検
附
弓
手
以
禁
盗
」
と
の
上
表
が
王
山
内
恭
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
。

6

照
箪
六
年
十
一
月
か
ら
保
市
編
成
の
方
法
が
改
ま
り
、
五
家
を
一
一
保
、

五
保
を
一
大
保
、
十
大
保
を
一
都
保
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
更
に
照

都
八
年
八
月
に
な
る
と
開
封
府
と
界
沿
辺
三
路
の
保
市
は
主
一
μ
の
み
で

制
成
さ
れ
た
の
を
、
容
戸
を
も
加
え
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。

イゴ



円

北

京

の

巡

検

と

保

川

中

法

仁
一
川
町
・
二
白
川
町
七
作
一
川
市
仁
の
河
川
に
よ
れ
ば
日
係
に
米
一
一
』
升
、
様
相
消

比
十
一
父
で
あ
る
G

U
K
一側一
m
K照
山
小
九
年
四
月
一
問
、
伐
の
条
に

υへ
山
川
。
、
川
北
川
東
等
路
義
，
引
川
内
m
v
o
令
於
巡
検
ド
上
容
。
減
放
兵
級

J

つ
手
。
設
（
卜
ぃ
蕃
入
品
川
市
r
刀
一
日
効
。

と
あ
っ
て
、
一
丸
路
で
は
一
則
J
l
h
日
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

制
沼
江
照
的
mγ
百
年
八
凡
下
心
い
以
の
条
に

中
山
門
下
奏
。
い
山
昨
川
指
抑
〈
令
保
丁
一
山
容
作
巡
検
下
し
教
出
円
武
芸
O

A
分
怒
川
市
山
川
入
巡
得
。
上
容
目
。
保
沢
民
・
保
丁
欧
馬
所
情
巡
検
ω

依
十
本
属
例
史
・
県
令
法
υ

保
丁
欧
罵
保
反
・
保
．
正
。
加
凡
附
二
得
。

保
長
犯
保
正
。
依
此
c
舶
巡
検
追
加
附
加
減
。
退
避
依
弓
手
法
〈
仰
い
随

巡
検
追
捕
。
非
卜
h

番
c
掛
川
於
本
地
分
犯
盗
。
加
凡
盗
一
等
。
私
為
人

日9 

八

代
名
上
蕃
o
杖
六
十
o
受
賊
呪
者
従
－
山
引

P
U

川
阿
川
・
保
長
知
而
・

J

小挙。

答
四
十
。
私
逃
亡
杖
六
十
。
計
逃
円
山
川
坑
c

川
門
鮎
「
小
到
不
赴
教
関

Q

詐
小
枝
科
決
不
得
逝
七
十
。
余
送
本
県
施
行
じ
臨
印
刷
行
私
役
保
川

等
。
計
庸
準
盗
論
。
従
之
o

と
あ
る
。

m
門
誌
上
保
丁
と
は
試
巾
の
議
場
保
申
叉
ば
捕
盗
の
功
に
よ
り
官
を
り
え
ら

れ
た
も
の
で
、
巡
検
い
い
の
指
使
と
な
っ
て
い
る
者
会
指
す
。

日
長
一
品
一
一
h
一
元
主
主
月
成
市
の
条
に

吋川
0

明
州
日
H
国
西
監
巡
検
川
o
招
上
兵
百
人
。
明
州
仇
節
指
掃
除
打
、

数
。
以
鈴
犠
司
言
。
日
国
西
院
拍
車
岱
山
出
場
探
犯
海
道
也
o

と
あ
る
。
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The Hstin-chien ( j~tOt) and the Pao-chia ( {511: Ef:l) 
Act in the Northern Sung Dynasty. 

Kenichi HABU 

The police orga11ization in the early Sung dvnasty started with tlu• 

dual system of hstin-chien and hsien-wei (D;Uf;.t). The hsic1J-1\"Ci, who 

commanded Kung Shon (ST- the archern) conscripted from among Yill

agcrs within the hsien (1[[1.J as i (1!):imposcd service), was charged wilh 

thc duties of police a11d maintenance of pubic peace over a hsien. The 

hRtin-chien, who <'ommanded the chin-chti11 (tf'if( Imperial army) stat

ione,1 there or the llRiang-chtin (Jl1iW. lahor serving provi11cial militia), 

prepared for sueh emergencies as the 1·ise of rehellion, rn his jurisdict

ion over one or severa I c hous UH) or severa I hsicns. 

With the change of the Limes, however, this polil'c organization 

lietrayed gradually its weakness: namely, the soldiers under Lhc hstin· 

chiens, bei11g consisted of those who were recruited from n1rio11s troops 

of hsiang-chtin, or chin-chtin, were not well acquainted with the local 

state of things. This weak11css was corrected by rep]a;,ing the soldiers 

under hstin-chiens with pao-tings Cl'f:T) in such areas where the Pao

chia Act was enforced emphaticalh·, as the district of .Kai-feng-fu (D/~ 
HRl:W-) ancl the three horder lus (~X) namely, I-Jo-pei JiiJ.:Jt, llo-tung M 
JI:[, and hsia-hsi l'*j)lJ, and by recruiting soldiers from among the nati,·e 

inhabitants in the other areas. 




